
平成３０年度以降の居宅介護支
援事業所に係る届出等について

八潮市ふれあい福祉部長寿介護課

（居宅介護支援事業所の権限委譲に
係る県説明会資料から）
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権限移譲について

◎ 【目的】高齢者が住み慣れた地域で、その有する能力に応じ、
生きがいを持って安心して暮らしていける包括的な支援、サー
ビス体制の構築を実現すること。

○ 市が取り組むこと
•要介護者の自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の
強化等の取組の推進

•医療・介護の連携の推進等
•地域共生社会の実現に向けた取組の推進等

○ 事業所が取り組むこと

•ケアマネジメントの質の向上（人材育成の取組の促進
•ケアマネジメントの公正中立性の確保（利用者が、複数の居
宅サービス事業所の紹介を求めることができる旨の説明）
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居宅介護支援事業所の指定権者の変更について

○ 平成２６年の介護保険法の改正により、平
成３０年４月１日より、居宅介護支援事業所
の指定権者が、「埼玉県（都道府県）」から
「八潮市（市町村）」に変更されます。

○ それにより、平成３０年４月１日以降の居宅
介護支援事業所の新規指定申請の提出先、
既存の事業所の体制届等の変更届の提出
が、八潮市になります。
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変更届等の手続きについて

手続 提出内容 提出期限 必要書類など

変更
届出内容の変更するとき。
（人員、体制届の変更など）

変更後の１０日以
内

①変更届出書

②変更内容が分かる
書類

廃止
・休止

・居宅介護支援事業をやめるとき。

・居宅介護支援事業を一時休止
するとき。

廃止・休止の１か
月前

廃止・休止・再開届出
書

再開
休止の届出を行っていた居宅介
護支援事業を再開するとき。

事業再開後１０日
以内

①廃止・休止・再開届
出書

②従業者の勤務体制
及び勤務形態一覧

※変更届等の様式については、後日ホームページに掲載。

○権限移譲後の居宅介護支援事業の変更等の手続きについては、以下のとおりです。

○権限移譲後の届出等の提出先は、「八潮市長寿介護課高齢者政策係」になります。
（埼玉県東部中央福祉事務所でないので、注意が必要。）
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権限移譲移行期の届出先について
○平成３０年４月１日前後に新規申請、指定更新、変更届等の変更の届出
について、指定効力日等によって提出先が「埼玉県」から「八潮市」となり
ますので、ご注意ください。

内容 指定日（効力発生日） 届出先

新規申請に係る事前相談、
申請、指定書交付

平成３０年４月１日まで
（4/1付けの指定の場合）

埼玉県東部中央福祉事務所
（所管の県福祉事務所等）

平成３０年４月２日以降
（5/1以降の指定の場合）

八潮市長寿介護課高齢者政策係
（事業所の所在地市町村）

指定更新に係る事前相談
先、申請先、指定書交付

平成３０年４月１日まで
（4/1付けで指定を受け、
更新する場合）

埼玉県東部中央福祉事務所
（所管の県福祉事務所等）

平成３０年４月２日以降
（5/1以降の指定を受け、
更新する場合）

八潮市長寿介護課高齢者政策係
（事業所の所在地市町村）

各種届出（廃止・休止・再開
届、変更届、介護給付費算
定に係る体制届等）に係る
事前相談、届出先

平成３０年３月３１日まで 埼玉県東部中央福祉事務所
（所管の県福祉事務所等）

平成３０年４月１日以降 八潮市
（事業所の所在地市町村）
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特定事業所集中減算の取扱いについて①

○特定事業所集中減算は、ケアプランに位置付け
られた訪問介護等のサービスの提供総数のうち、
同一事業者（法人）によって提供されたものの占
める割合が８０％を超えた場合に、全利用者につ
いて、１月につき２００単位減算するものです。

○毎年、前期、後期に分け、８０％を超える場合は、
東部中央福祉事務所へ報告及び体制届の提出
をしていただいています。

○平成３０年度以降の取扱いについては、次ペー
ジとなりますので、ご確認ください。
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特定事業所集中減算の取扱いについて②

○権限移譲に伴い、特定事業所集中減算についても、
市町村に届出先が変更されますが、平成３０年度分
について、以下のとおりになります。
区分 判定期間 報告期限 減算適用期間 提出先

平成２９年度
後期分

平成２９年９月１日
から平成３０年２月
末日まで

平成３０年
３月１５日
まで

平成３０年４月１日から
平成３０年９月３０日まで

埼玉県東部中央福
祉事務所（所管の県
福祉事務所等）

平成３０年度
前期分

平成３０年３月１日
から平成３０年８月
末日まで

平成３０年
９月１５日
まで

平成３０年１０月１日から
平成３０年３月３１日まで

八潮市長寿介護課
高齢者政策係

平成３０年度
後期分

平成２９年９月１日
から平成３０年２月
末日まで

平成３１年
３月１５日
まで

平成３１年４月１日から
平成３１年９月３０日まで

八潮市長寿介護課
高齢者政策係

○特定集中減算の対象となった場合に、体制届の提出も必要となりますが、原則、上記
の報告期限と同じスケジュールになりますので、対象となる判定期間の提出先に提出を
お願いします。

○ただし、平成３０年４月１日以降、実地指導等により、遡って減算の対象となった場合は、
八潮市への提出となりますので、ご注意ください。 7



項目 国の基準 市の基準（案）

重要事項の掲示に
ついて

重要事項を掲示しなければな
らない。

重要事項を掲示し、又は閲覧
に供しなければならない。

サービス提供に係る
記録を整備・保存す
る期間

２年間 ５年間
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市独自に定める基準について

○本市では、八潮市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準を定
める条例について、平成３０年４月１日施行に向けて、準備を進めています。

この条例（案）のなかには、他の介護関連市条例と同様に、国の基準を変更し、
市の基準を定めています。



平成30年度以降の総合事業（介護
予防・生活支援サービス）について

八潮市ふれあい福祉部長寿介護課

（介護予防・日常生活支援総合事業の
ガイドラインから）
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総合事業の事業者指定（更新）等について①

○平成３０年４月１日から、全国一律の介護予
防訪問介護・通所介護が廃止され、各市町村
が実施する総合事業の介護予防訪問介護・
通所介護相当サービスに完全移行されます。

（サービスの内容、サービス単価（※）に変更はあり
ませんが、請求コード等が変更になりますので、ご
注意ください。）

※サービス単価については、国が示す単価になります
ので、今般の報酬改定等の影響で変更があり得ま
す。（八潮市独自で減算等は行いません。）
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○ 現在八潮市の利用者がいる事業所には、指定
更新の案内を行い、更新を希望する場合には手
続きをお願いしています。

今後新たに利用者が発生する事業所について
は、指定の手続きが必要な場合がありますので
ご確認をお願いします。

○ 他市の利用者を受け入れる場合には、その市
において指定を受ける必要があります。 （例え
ば、八潮市内の事業者が、草加市の利用者を
受け入れる場合には、草加市の指定が必要に
なります。※ただし、住所地特例の場合を除く。）11

総合事業の事業者指定（更新）等について②



○ 平成３０年度以降は、みなし指定が終了す
るため、独自指定のコードを利用します。

＜平成３０年度以降（利用者が全て総合事業に
移行）＞

・全て「八潮市独自のサービスコード」を利用。

介護予防訪問介護相当サービス：Ａ２

介護予防通所介護相当サービス：Ａ６
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総合事業のサービスコードについて



○ 総合事業の月額報酬単価を設定しているサービスに
ついては、月途中に特定の事由（※）が発生する場合、
当該月については、起算日から月末まで（または月初か
ら起算日まで）の日数に日割りの単位数を乗じて月の単
位数を算定してください。

※特定の事由の例
・利用者との契約開始（または解除）
・月途中の区分変更
・同一サービスでサービス事業所の変更
→特定の事由の詳細については、介護保険事務処理システム
変更に係る参考資料（その７）（平成２７年３月１３日厚生労働
省事務連絡）をご確認ください。
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※参考資料は、
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/gyoseiShiryou/kaigohoken/sys
temKanren/systemKanren001/20150316_01.htmlを参照。

総合事業の日割り請求について
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○介護予防訪問・通所介護相当のサービスの１単位の
単価についても、これまでと同様となります。

○金額の算出に当たっては、単位に以下の単価を乗じ
た金額となります。
（端数の計算等はこれまでどおり。）

サービス種別 １単位の単価

訪問型サービス
（介護予防訪問介護相当） １０．４２円

通所型サービス
（介護予防通所介護相当） １０．２７円

介護予防ケアマネジメント １０．４２円

１単位の単価について



○ 住所地特例者に対する総合事業については、
利用者が居住する施設が所在する市町村が実
施することとなっています。

→八潮市が保険者の利用者であっても、施設の
指定は施設所在地で行っていれば、総合事業を
利用することができます。

○ 八潮市内の事業者で、他市区町村が保険者
の利用者を受け入れている場合は、その利用
者が住所地特例対象者かどうかによって、手続
き等に違いが出てくるため留意すること。
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住所地特例者等の利用について



例１）住所地特例者ではない利用者の場合

＜草加市民が八潮市の介護予防訪問（通所）介護相当事業所
を利用している場合＞

① ケアプランは、草加市の地域包括支援センターが作成。

② 事業所は、国保連を通じて、草加市へ「草加市の総合事業
のサービスコード」で請求を行う。

＜八潮市民が草加市の介護予防訪問（通所）介護相当事業所
を利用している場合＞

① ケアプランは、八潮市の地域包括支援センターが作成。

② 事業所は、国保連を通じて、八潮市へ「八潮市の総合事業
のサービスコード」で請求を行う。
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例２）住所地特例者である利用者の場合

＜足立区から八潮市の住所地特例施設に入所した場合＞

① 認定の申請は足立区（保険者）、基本チェックリストを希望する
場合は八潮市（施設所在地）にて手続きを行う。

② ケアプランは、八潮市の地域包括支援センターが作成。（プラン
代は八潮市へ請求。）

③ 事業所は、国保連を通じて、足立区へ「八潮市のサービスコー
ド」で請求する。

＜八潮市から足立区の住所地特例施設に入所した場合＞

① 認定の申請は八潮市（保険者）、基本チェックリストを希望する
場合は足立区（施設所在地）にて手続きを行う。

② ケアプランは、足立区の地域包括支援センターが担当する。

③ 事業所は、国保連を通じて、八潮市へ「足立区のサービスコー
ド」で請求する。
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